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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を準備する工程と、
　前記基板と対向する位置にターゲット材を準備する工程と、
　前記ターゲット材にエネルギー線を照射することにより、前記ターゲット材から放出さ
れる原子を含むプラズマを形成し、前記プラズマに含まれる前記原子を前記基板表面上に
供給することにより薄膜を形成する工程とを備え、
　前記薄膜を形成する工程では、前記基板に隣接する領域における前記プラズマの発光強
度が、当該発光強度の初期値に対して±１０％の範囲に入るように、前記基板と前記ター
ゲット材との間の距離が調整され、
　前記薄膜を形成する工程において、前記プラズマの発光強度は前記プラズマの輝度であ
り、
　前記基板を準備する工程では帯状の基板を準備し、
　前記薄膜を形成する工程では、前記帯状の基板を移動させながら前記基板の表面上に前
記薄膜が形成され、
　前記薄膜を形成する工程では、前記帯状の基板の走行経路を規定するための押圧部材が
前記基板に接触し、前記押圧部材が移動することにより前記基板と前記ターゲット材との
間の距離が調整される、薄膜の製造方法。
【請求項２】
　前記薄膜を形成する工程では、超電導薄膜が形成される、請求項１に記載の薄膜の製造
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方法。
【請求項３】
　前記超電導薄膜はＲＥ１２３系酸化物超電導体からなる、請求項２に記載の薄膜の製造
方法。
【請求項４】
　反応室と、
　前記反応室の内部に配置されたターゲット材支持部材と、
　前記反応室の内部において、前記ターゲット材支持部材に対向するように帯状の基板を
支持する基板支持部材と、
　前記ターゲット材支持部材に支持されるターゲット材に照射するエネルギー線を発生さ
せるエネルギー線源と、
　前記エネルギー線が前記ターゲット材に照射されているとき、前記ターゲット材と前記
基板との間の距離を変更する変更部材と、
　前記ターゲット材に前記エネルギー線を照射することにより形成される、前記ターゲッ
ト材から放出される原子を含むプラズマの発光強度を測定する測定部材と、
　前記測定部材により測定された前記プラズマの発光強度のデータに基づいて、前記変更
部材を制御する制御部材とを備え、
　前記変更部材は、前記ターゲット材支持部材の位置を変更する部材を含み、
　前記基板支持部材は、前記ターゲット材の表面に沿った方向に前記基板を移動させる搬
送部材と、前記移動される前記基板の走行経路を規定するために前記基板に接触する押圧
部材とを含み、
　前記変更部材は、前記押圧部材の位置を変更する部材を含む、薄膜製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、薄膜の製造方法および薄膜製造装置に関し、より特定的には、レーザを用
いる薄膜の製造方法および薄膜製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レーザ蒸着法やレーザを用いたスパッタリング法などの薄膜の製造方法および薄
膜製造装置が知られている。このような薄膜の製造方法では、薄膜の成膜処理を長時間続
けると、反応室のレーザ入射窓にターゲット材から飛散した粒子が付着することにより、
ターゲット材に入射するレーザ光のパワーが低下するという問題があった。このようにレ
ーザ光のパワーが低下すると均質な薄膜を形成することができない。このような問題に対
応するため、特許第２８９５６８３号明細書（以下、特許文献１と呼ぶ）では、レーザ入
射窓の内側に回転式のレーザ透過性板材を配置し、粒子が直接レーザ入射窓に付着するこ
とを防止することが提案されている。
【特許文献１】特許第２８９５６８３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上述した従来の薄膜の製造方法および薄膜製造装置について発明者が詳細に検
討したところ、形成する薄膜の均質性について更なる改善の余地があることが分かった。
すなわち、上述のような従来の薄膜の製造方法および薄膜製造装置では、薄膜の形成を長
時間続けると、ターゲット材においてレーザ光を照射された部分が凹形状となる。これは
、レーザ光の照射によりターゲット材の表面が部分的に粒子として飛散することにより、
当該表面が凹形状となるためである。このようにターゲット材の表面がレーザ光の照射に
より凹形状となると、ターゲット材においてレーザ光が照射される部分（凹形状となった
部分）と、成膜対象物である基板との間の距離が大きくなり、結果的に基板表面での成膜
条件が変化する。この結果、長時間成膜を続けた場合において、基板表面に形成される薄
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膜の均質性が低下することになっていた。
【０００４】
　また、上述した従来の薄膜製造装置のように、レーザ入射窓の内側に回転式のレーザ透
過性板材を配置した場合であっても、成膜を長時間続けると当該レーザ透過性板材の表面
に飛散した粒子が徐々に付着する。この結果、レーザ入射窓およびレーザ透過性板材を透
過するレーザ光のパワーが低下し、やはり基板表面での成膜条件が変化する。この場合も
、長時間成膜を続けた場合において、基板表面に形成される薄膜の均質性が低下すること
になっていた。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するために成されたものであり、この発明の目的
は、均質な薄膜を長時間に渡って形成することが可能な薄膜の製造方法および薄膜製造装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に従った薄膜の製造方法は、基板を準備する工程と、基板と対向する位置にタ
ーゲット材を準備する工程と、ターゲット材にエネルギー線を照射することにより、ター
ゲット材から放出される原子を含むプラズマを形成し、プラズマに含まれる原子を基板表
面上に供給することにより薄膜を形成する工程とを備える。薄膜を形成する工程では、基
板に隣接する領域におけるプラズマの発光強度が、当該発光強度の初期値に対して±１０
％の範囲に入るように、基板とターゲット材との間の距離が調整される。薄膜を形成する
工程において、プラズマの発光強度はプラズマの輝度である。基板を準備する工程では帯
状の基板を準備する。薄膜を形成する工程では、帯状の基板を移動させながら基板の表面
上に薄膜が形成される。薄膜を形成する工程では、帯状の基板の走行経路を規定するため
の押圧部材が基板に接触し、押圧部材が移動することにより基板とターゲット材との間の
距離が調整される。
【０００７】
　ここで、成膜を長時間続けた場合には、ターゲット材の表面がエネルギー線の照射によ
り凹形状となったり、エネルギー線をターゲット材に照射するための透過窓に飛散した原
子が付着したりすることによりターゲット材に照射されるエネルギー線のパワーが変化す
る。この場合、ターゲット材から放出される原子を含むプラズマ（プルーム）のサイズが
小さくなり、結果的に成膜対象物である基板表面での成膜条件が変化する。そこで、本発
明では上述のようにプラズマの状態を発光強度で検知し、当該発光強度に応じて基板とタ
ーゲット材との間の距離を調節する。たとえば、プルームが小さくなった場合には、基板
とターゲット材との間の距離をより小さくすることで、基板表面近傍でのプルームの条件
を成膜開始当初と同様に維持する、といった対応が考えられる。このようにすれば、成膜
を長時間続けた場合であっても、基板表面での成膜条件を成膜開始時の条件に近似した条
件に維持することができる。このため、均質な薄膜を長時間に渡って形成することができ
る。
【０００８】
　ここで、エネルギー線とは、たとえばレーザ光や電子線など、ターゲット材に照射され
ることにより当該ターゲット材の表面を構成する原子を飛散させてプラズマを形成するこ
とが可能な電磁波および粒子線を意味する。
【０００９】
　この発明に従った薄膜製造装置は、反応室と、ターゲット材支持部材と、基板支持部材
と、エネルギー線源と、変更部材と、測定部材と、制御部材とを備える。ターゲット材支
持部材は反応室の内部に配置される。基板支持部材は、反応室の内部において、ターゲッ
ト材支持部材に対向するように帯状の基板を支持する。エネルギー線源は、ターゲット材
支持部材に支持されるターゲット材に照射するエネルギー線を発生させる。変更部材は、
エネルギー線がターゲット材に照射されているとき、ターゲット材と基板との間の距離を
変更する。測定部材は、ターゲット材にエネルギー線を照射することにより形成される、
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ターゲット材から放出される原子を含むプラズマの発光強度を測定する。制御部材は、測
定部材により測定されたプラズマの発光強度のデータに基づいて、変更部材を制御する。
変更部材は、ターゲット材支持部材の位置を変更する部材を含む。基板支持部材は、ター
ゲット材の表面に沿った方向に基板を移動させる搬送部材と、移動される基板の走行経路
を規定するために基板に接触する押圧部材とを含む。変更部材は、押圧部材の位置を変更
する部材を含む。
【００１０】
　このようにすれば、エネルギー線がターゲット材に照射されることにより、ターゲット
材から飛散する原子を含むプラズマが形成され、当該プラズマから基板表面に当該原子が
供給されることで薄膜が形成される。そして、薄膜形成時に、プラズマの状態（すなわち
成膜条件）がほぼ一定になるようにターゲット材と基板との間の距離を変更できるので、
長時間成膜処理を行なう場合でも、均質な薄膜を形成することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、均質な薄膜を長時間に渡って形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において同一
または相当する部分には同一の参照番号を付しその説明は繰返さない。
【００１３】
　図１は、本発明に従った薄膜の製造方法を説明するためのフローチャートである。図２
は、図１に示した成膜工程の内容を説明するためのフローチャートである。図３は、図１
および図２に示した薄膜の製造方法を実施する薄膜製造装置を説明するための模式図であ
る。図１～図３を参照して、本発明に従った薄膜の製造方法および薄膜製造装置を説明す
る。
【００１４】
　図１および図２を参照して、本発明による薄膜の製造方法では、まず基板準備工程（Ｓ
１０）を実施する。具体的には、薄膜を表面に形成するべき基板を準備するとともに、後
述する薄膜製造装置のチャンバ内に基板を配置する。この結果、ターゲット材と対向する
位置に基板が配置されることになる。
【００１５】
　次に、成膜工程（Ｓ２０）を実施する。具体的には、図２に示すような工程を実施する
。ここで、成膜工程（Ｓ２０）を説明するのに先立ち、図１および図２に示した薄膜の製
造方法を実施する薄膜製造装置の構成を図３を参照しながら説明する。
【００１６】
　図３に示すように、薄膜製造装置１は、反応室としてのチャンバ２と、ターゲット材支
持部材としてのターゲット材用架台７と、基板支持部材としての基板用架台１１と、エネ
ルギー線源としてのレーザ発振部４と、変更部材としての昇降部材９、１３および支柱８
、１２と、測定部材１７と、制御部材としての制御部１９および解析部１８を備える。タ
ーゲット材６を保持するターゲット材用架台７は、チャンバ２の内部に配置される。具体
的には、ターゲット材用架台７の裏面側（ターゲット材６を保持する表面と反対側の裏面
側）には支柱８の一方端部が接続固定されている。当該支柱８の他方端部は昇降部材９に
接続される。昇降部材９はチャンバ２の底壁に固定されている。昇降部材９は支柱８を矢
印２１に示す方向に移動させることが可能になっている。このような昇降部材９の動作に
より、ターゲット材用架台７は矢印２１に示す方向に移動可能になっている。なお、ター
ゲット材用架台７に保持されるターゲット材６としては、たとえば超電導体、より好まし
くは酸化物超電導体、さらに好ましくはＲＥ１２３系酸化物超電導体からなっている。こ
こで、ＲＥ１２３系酸化物超電導体とは、一般式ＲＥＢａ２Ｃｕ３Ｏｘ（ＲＥはたとえば
Ｙ、Ｇｄ、Ｓｍなどの希土類元素の１種又は２種以上の元素を示す）で表される酸化物超
電導体である。
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【００１７】
　基板用架台１１は、チャンバ２の内部において、ターゲット材用架台７に対向するよう
に基板１０を支持する。そのため、基板用架台１１はターゲット材用架台７と対向する位
置に配置される。また、基板用架台１１の裏面側（基板１０を保持する表面と反対側の裏
面側）には支柱１２の一方端部が接続されている。支柱１２の他方端部は昇降部材１３に
接続される。昇降部材１３はチャンバ２の上壁（底壁と対向する壁）に固定されている。
昇降部材１３は支柱１２を矢印２２に示す方向に移動させることが可能になっている。こ
のような昇降部材１３の動作により、基板用架台１１は矢印２２に示す方向に移動可能に
なっている。また、基板用架台１１には、図示しないが基板１０を加熱するためのヒータ
が設置されている。
【００１８】
　レーザ発振部４は、ターゲット材用架台７に支持されるターゲット材６に照射するエネ
ルギー線としてのレーザ光を発生させる。つまり、レーザ発振部４において発振したレー
ザ光は、矢印５に示すようにチャンバ２の壁に配置された窓部材３を透過してターゲット
材６の表面に照射される。なお、窓部材３は、チャンバ２の側壁に形成された窓用凹部１
４（外側に凸形状となった凹部）の最外周部に形成された開口部を塞ぐように設置されて
いる。窓部材３はレーザ光を透過可能な材料により構成される。
【００１９】
　変更部材を構成する昇降部材９、１３は、レーザ光がターゲット材６に照射されている
とき、それぞれ支柱８、１２を矢印２１、２２に示す方向に移動させることによりターゲ
ット材６と基板１０との間の距離を変更可能になっている。このため、薄膜形成時に、後
述するようにプルーム２０の状態（すなわち成膜条件）がほぼ一定になるようにターゲッ
ト材６と基板１０との間の距離を変更できるので、長時間成膜処理を行なう場合でも、均
質な薄膜を形成することができる。
【００２０】
　測定部材１７は、チャンバ２の側壁に配置された窓部材１６と対向する位置に配置され
ている。窓部材１６は、チャンバ２の側壁に形成された窓用凹部１５の最外周部における
開口を塞ぐように配置されている。測定部材１７は、レーザ光がターゲット材６に照射さ
れることにより形成されるプラズマ（プルーム２０）の先端部（基板１０寄りの領域）を
測定可能な位置に配置されている。測定部材１７は、ターゲット材６にレーザ光を照射す
ることにより形成される、ターゲット材６から放出される原子を含むプラズマの発光強度
を測定する。測定部材１７は解析部１８に接続されている。なお、プラズマ（プルーム２
０）の発光強度として輝度を測定する場合には、測定部材１７としては輝度計を用いるこ
とができる。
【００２１】
　解析部１８では、測定部材１７から出力される測定結果（プルーム２０の発光強度を示
す輝度などのデータ）を所定の基準値と対比し、その結果を制御部１９に出力する。解析
部１８に接続された制御部１９は、昇降部材９、１３およびレーザ発振部４に接続されて
いる。制御部１９は、測定部材１７により測定されたプルーム２０の発光強度のデータに
基づいて、昇降部材９、１３の少なくともいずれか一方を制御する。また、制御部１９は
当該データに基づいてレーザ発振部４での出力を制御してもよい。
【００２２】
　図１および図２に示した薄膜の製造方法において、図３に示した薄膜製造装置１のチャ
ンバ２内に配置された基板１０（基板用架台１１に搭載された基板１０）に対しては、図
２に示すような工程により薄膜を形成する。以下、具体的に成膜工程（Ｓ２０）を説明す
る。
【００２３】
　成膜工程（Ｓ２０）では、図２に示すようにまずレーザ発振工程（Ｓ２１）を実施する
。この工程（Ｓ２１）では、制御部１９により制御信号がレーザ発振部４に入力されるこ
とにより、レーザ発振部４からレーザ光が発振される。発振されたレーザ光は、図３に示
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すように窓部材３を介してチャンバ２の内部に照射される。レーザ光は図３に示すように
チャンバ２内部のターゲット材６表面に入射する。
【００２４】
　このようにレーザ光がターゲット材６の表面に照射されることにより、ターゲット材６
の表面上（ターゲット材６と基板１０との間の空間）にはプラズマ（プルーム２０）が形
成される。プルーム２０は、ターゲット材６表面から放出された原子を含む。このプルー
ム２０は図３に示すように基板１０の近傍まで延びるように形成される。そして、プルー
ム２０から放出される原子が基板１０の表面（ターゲット材６と対向する表面）上に付着
し、薄膜２４が形成される。
【００２５】
　次に、プラズマ（プルーム２０）の発光強度測定工程（Ｓ２２）を実施する。具体的に
は、レーザ光を照射しながら（つまり基板１０の表面に成膜処理を行ないながら）、測定
部材１７によりプルーム２０の発光強度を測定する。ここで、発光強度としてはプルーム
２０の輝度を測定する。また、測定位置としては、図４に示すように基板１０の膜が形成
される表面近傍であることが好ましい。ここで、図４は、プルーム２０の測定位置を説明
するための模式図である。
【００２６】
　図４に示すように、測定部材１７（図３参照）によるプルーム２０の測定対象領域２３
は、基板１０の表面近傍の領域である。具体的には、測定対象領域２３は基板１０におい
てターゲット材６に対向する表面から５ｍｍだけ離れた位置におけるプルーム２０の中央
点を中心として半径５ｍｍの円形領域としてもよい。また、測定対象領域２３を、基板１
０の表面から所定の距離Ｌ１内に配置してもよい。この場合、Ｌ１はたとえば基板１０と
ターゲット材６との間の距離Ｌ０の１／３以下、より好ましくは１／４以下とする。また
、測定対象領域２３の位置は、プルーム２０の全長の先端側（基板１０側）であってプル
ーム２０の全長の１／３の領域としてもよい。
【００２７】
　次に、図２に示すように発光強度が所定の範囲に入っているかどうかを判断する工程（
Ｓ２３）を実施する。この工程（Ｓ２３）では、測定部材１７により測定したプルーム２
０の発光強度（たとえば輝度）の値が、予め設定した基準値範囲に入っているかどうかを
判断する。予め設定した基準範囲は、たとえば事前に実験などで決定しておいてもよいし
、レーザ発振を開始してから所定時間（たとえば１０秒）経過した後の発光強度の値を基
準値として、当該基準値の±１０％以内の範囲を基準範囲と設定してもよい。また、この
工程（Ｓ２３）は、図３に示した解析部１８において実施してもよいが制御部１９におい
て実施してもよい。
【００２８】
　上記工程（Ｓ２３）において、ＹＥＳと判断された場合には、成膜の終了条件が成立し
たかどうかを判断する工程（Ｓ２５）へ進む。一方、工程（Ｓ２３）においてＮＯと判断
された（プルーム２０の発光強度が基準範囲から外れた）場合には、位置調整工程（Ｓ２
４）が実施される。
【００２９】
　この位置調整工程（Ｓ２４）では、具体的には制御部１９からの制御信号により昇降部
材９、１３が制御され、ターゲット材用架台７および基板用架台１１の位置が変更される
。この結果、ターゲット材６と基板１０との間の距離が変更される。たとえば、プルーム
２０の発光強度が基準範囲の下限を外れた場合には、ターゲット材６と基板１０との間の
距離をより短くするように昇降部材９、１３が制御される。また、プルーム２０の発光強
度が基準範囲の上限を外れた場合には、ターゲット材６と基板１０との間の距離をより長
くするように昇降部材９、１３が制御される。このとき、昇降部材９、１３によりターゲ
ット材用架台７および基板用架台１１が移動される距離としては、予め１回当りの基準距
離を決定しておいてもよい。
【００３０】
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　また、ターゲット材６と基板１０との間の距離を変更するため、昇降部材９、１３のい
ずれか一方のみを動作させてもよい。このとき、動作させる昇降部材９、１３のいずれか
一方のみをチャンバ２内に配置し、他方の昇降部材はチャンバ内に配置しない構成として
もよい。
【００３１】
　このようにすれば、プルーム２０の発光強度をほぼ一定に保つことができる。プルーム
２０の発光強度は、プルーム２０の状態を反映しており、結果的に基板１０表面での薄膜
の成膜条件と相関がある。そのため、上記のような制御により基板１０表面での成膜条件
をほぼ一定に保つことができる。
【００３２】
　位置調整工程（Ｓ２４）の次に（あるいは工程（Ｓ２３）においてＹＥＳと判断された
場合には）、上述した成膜の終了条件が成立したかどうかを判断する工程（Ｓ２５）が実
施される。具体的には、たとえば予め設定した成膜時間（レーザ発振を開始してからの経
過時間）が経過したかどうかを判定する。なお、基板１０の表面に形成される薄膜の膜厚
をリアルタイムで測定し、当該膜厚が目的とした厚みに到達したかどうかを判断するよう
にしてもよい。この工程（Ｓ２５）において、ＮＯと判断されると、再び上記工程（Ｓ２
１）以下の工程を繰返す。一方、工程（Ｓ２５）においてＹＥＳと判断された場合には、
成膜工程が終了する。このようにして、基板１０の表面に長時間に渡って成膜処理を行な
う場合でも、成膜条件を安定させて均質な薄膜を形成することができる。
【００３３】
　なお、上述した工程では、プルーム２０の発光強度として輝度を測定したが、輝度に代
えてプルーム２０の原子スペクトル強度を測定してもよい。ここで、原子スペクトル強度
とは、プルーム２０から放射される光をスペクトルに分光し、分光後の所定の波長（好ま
しくは成膜に関わる原子に起因する光の波長）の光の強度をいう。図５を参照して、より
詳しく説明する。図５は、原子スペクトル強度を説明するための模式図である。
【００３４】
　図５は、プルーム２０から放射される光を分光して得られるスペクトルの一例を示す。
図５では、横軸が光の波長を示し、縦軸が各波長の光の強度を示している。図５において
は、ターゲット材６からプルーム２０中に供給された原子に対応する波長の光を示すピー
ク２５～２７が表わされている。そして、これらのピーク２５～２７のうち、着目する原
子に対応する波長の光のピーク（データ）の強度のデータを図２に示した工程（Ｓ２２）
で得るようにしてもよい。そして、上記強度の基準範囲を予め設定しておき、測定された
強度が基準範囲に入っているかどうかを工程（Ｓ２３）において判断してもよい。
【００３５】
　この場合、図３に示した薄膜製造装置１における測定部材１７としては、たとえば分光
光度計などを用いることができる。具体的には、プルーム２０からの光をＣＣＤカメラな
どの撮像素子で取込み、当該光を分光器で波長スペクトルのデータとした上で、着目する
原子に対応する波長の光の強度（ピークの高さ）を発光強度としてモニターしてもよい。
【００３６】
　図６は、図３に示した本発明による薄膜製造装置の変形例を示す模式図である。図６を
参照して、本発明による薄膜製造装置の変形例を説明する。
【００３７】
　図６に示した薄膜製造装置１は、基本的には図３に示した薄膜製造装置１と同様の構成
を備えるが、薄膜を形成する対象物である基板１０として帯状の基板１０を用いる点、お
よび当該帯状の基板１０を保持する部分の構成が図３に示した薄膜製造装置とは異なって
いる。具体的には、図６に示した薄膜製造装置１では、基板支持部材として、チャンバ２
の内壁に回転可能に配置された、処理前の基板１０を保持する払出リール３１と、払出リ
ール３１から払出された帯状の基板１０に薄膜が形成された後、当該薄膜付の基板１０が
巻取られる巻取リール３２と、払出リール３１から巻取リール３２まで走行する基板１０
のうち、プルーム２０と対向する部分（またはターゲット材６と対向する部分）の位置を
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矢印２２に示す方向に移動させるための押圧部材３５と、図示しない基板１０加熱用のヒ
ータとからなる搬送機構が設置されている。なお、押圧部材３５において、基板１０の裏
面（ターゲット材６側の表面と反対側の面）側に接触する表面は、図６に示すように緩や
かな曲面状になっていてもよいが、平坦な表面となっていてもよい。また、基板１０との
接触抵抗を低減するため、押圧部材３５において基板１０の裏面と接触する表面側には、
たとえばガイドロールなどの回転部材を配置してもよい。
【００３８】
　払出リール３１および巻取リール３２はいずれもチャンバ２に接続されている。押圧部
材３５は支柱１２の一方端部と接続されている。そのため、昇降部材１３が動作すること
により、押圧部材３５は矢印２２に示した方向に移動可能となっている。
【００３９】
　図６に示すように、払出リール３１と巻取リール３２とはプルーム２０が形成される領
域（ターゲット材６の正面に位置する領域）を挟むように配置される。払出リール３１と
巻取リール３２との間には、基板１０の走行経路を規定するための押圧部材３５が配置さ
れている。押圧部材３５により案内される（つまり押圧部材３５によりターゲット材６と
の間の距離が規定される）基板１０の表面は、プルーム２０と対向する（つまりターゲッ
ト材６においてレーザ光が照射される表面と対向する）。このため、押圧部材３５により
案内される部分において、基板１０の表面には薄膜が形成される。なお、レーザ発振部４
でのレーザ光の発振が開始されると同時に払出リール３１および巻取リール３２の回転が
開始される。この結果、払出リール３１および巻取リール３２の間において表面に薄膜が
形成された基板１０が連続的に巻取リール３２に巻取られる。このようにして、長尺の帯
状である基板１０の表面に薄膜を形成することができる。そして、このように長尺の基板
１０について薄膜を形成するために長時間の成膜処理を行なう場合には、本発明のように
プルーム２０の発光強度に応じて基板１０とターゲット材６との間の距離を調整すること
により成膜条件をほぼ一定に保つことが、均質な薄膜の形成に特に効果的である。
【００４０】
　上述した実施の形態と一部重複する部分もあるが、本発明の特徴的な構成を以下に列挙
する。
【００４１】
　この発明に従った薄膜の製造方法は、図１および図２に示すように、基板を準備する工
程（基板準備工程（Ｓ１０））と、基板１０と対向する位置にターゲット材６を準備する
工程（基板準備工程（Ｓ１０））と、ターゲット材６にエネルギー線としてのレーザ光を
照射することにより、ターゲット材６から放出される原子を含むプラズマ（プルーム２０
）を形成し、プルーム２０に含まれる原子を基板１０表面上に供給することにより薄膜２
４を形成する工程（成膜工程（Ｓ２０））とを備える。成膜工程（Ｓ２０）では、プルー
ム２０の発光強度に応じて基板１０とターゲット材６との間の距離が調整される。
【００４２】
　このようにすれば、プルーム２０の状態を発光強度で検知し、当該発光強度に応じて基
板１０とターゲット材６との間の距離を調整するので、成膜を長時間続けた場合であって
も、基板１０表面での成膜条件を成膜開始時の条件に近似した条件に維持することができ
る。このため、均質な薄膜（膜厚や結晶性が均質な薄膜）を長時間に渡って形成すること
ができる。
【００４３】
　上記薄膜の製造方法では、成膜工程（Ｓ２０）において、プルーム２０の発光強度はプ
ルーム２０の輝度（単位：ｃｄ／ｃｍ２）であってもよい。たとえば、当該プルーム２０
の輝度が薄膜製造開始時の輝度（たとえば薄膜製造開始後所定時間経過後（たとえば１０
秒後）のプルーム２０の輝度）とほぼ同程度となるように、基板１０とターゲット材６と
の間の距離を変更することができる。この場合、プルーム２０の明るさを示す輝度を測定
対象とするため、比較的簡単な測定装置でプルーム２０の発光強度を測定することができ
る。この結果、薄膜製造装置１の装置構成を簡略化できるため、薄膜の製造コストの増大
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を抑制できる。
【００４４】
　上記薄膜の製造方法では、成膜工程（Ｓ２０）において、プルーム２０の発光強度は図
５に示すようなプルーム２０の原子スペクトル強度（特定の波長の光の強度）であっても
よい。当該プルーム２０の特定の原子スペクトル強度が薄膜製造開始時の強度（たとえば
薄膜製造開始後所定時間経過後（たとえば１０秒後）の原子スペクトル強度）とほぼ同程
度となるように、基板１０とターゲット材６との間の距離を変更することができる。この
場合、プルーム２０中に含まれる原子に応じて特定の波長の光が観測されるため、薄膜２
４の製造に関係する（薄膜２４の材料となる）原子に対応する波長の光についての強度（
図５のピークの高さに対応する原子スペクトル強度）を測定することで、薄膜の製造に直
接関連するプルーム２０の状態を検出することができる。このため、薄膜２４の製造条件
をより高い精度で調整することができる。この結果、形成される薄膜２４について、成膜
時間が長くなっても一定の膜質を確実に維持することができる。
【００４５】
　上記薄膜の製造方法において、成膜工程（Ｓ２０）では、図４に示すように基板１０に
隣接する領域におけるプルーム２０の発光強度に応じて基板１０とターゲット材６との間
の距離が調整されてもよい。この場合、基板１０の表面に形成される薄膜の成膜条件に最
も直接的に影響を及ぼすと考えられる、基板１０に隣接する領域におけるプルーム２０の
発光強度を測定対象とすることで、成膜条件をより正確に反映したプルーム２０の発光強
度のデータを得ることができる。このため、成膜条件をより高い精度で調整することがで
きる。この結果、形成される薄膜２４について、成膜時間が長くなっても一定の膜質を確
実に維持することができる。
【００４６】
　上記薄膜の製造方法において、成膜工程（Ｓ２０）では、図２に示した工程（Ｓ２２）
～工程（Ｓ２４）により、図４に示すように基板１０に隣接する領域におけるプルーム２
０の発光強度が、発光強度の初期値に対して±１０％の範囲に入るように、基板１０とタ
ーゲット材６との間の距離が調整される。この場合、プルーム２０の状態を初期状態（成
膜を開始した時点から所定時間（たとえば１０秒）経過したときのプルーム２０の状態）
とほぼ同等に維持することができる。この結果、成膜条件を長時間に渡ってほぼ一定に保
つことができる。
【００４７】
　上記薄膜の製造方法において、成膜工程（Ｓ２０）では、薄膜２４として超電導薄膜が
形成されてもよい。この場合、特性の均質な超電導薄膜を長時間に渡って形成することが
できる。また、上記薄膜の製造方法において、基板準備工程（Ｓ１０）では図６に示すよ
うに帯状の基板１０を準備してもよい。成膜工程（Ｓ２０）では、図６で説明したように
帯状の基板１０を移動させながら基板１０の表面上に超電導薄膜を形成してもよい。この
場合、帯状の基板１０の表面に、広い面積に渡って均質な超電導薄膜を形成することがで
きる。このため、特性の優れた超電導薄膜線材を得ることができる。
【００４８】
　上記薄膜の製造方法において、超電導薄膜はＲＥ１２３系酸化物超電導体からなってい
てもよい。この場合、ＲＥ１２３系酸化物超電導体からなる均質な薄膜または当該薄膜を
用いた超電導線材を形成することができる。
【００４９】
　この発明に従った薄膜製造装置１は、反応室としてのチャンバ２と、ターゲット材支持
部材としてのターゲット材用架台７と、基板支持部材としての基板用架台１１（図３参照
）または図６に示した押圧部材３５を含む搬送機構と、エネルギー線源としてのレーザ発
振部４と、変更部材としての昇降部材９、１３および支柱８、１２とを備える。ターゲッ
ト材用架台７はチャンバ２の内部に配置される。基板用架台１１は、チャンバ２の内部に
おいて、ターゲット材用架台７に対向するように基板１０を支持する。レーザ発振部４は
、ターゲット材用架台７に支持されるターゲット材６に照射するエネルギー線としてのレ
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ーザ光を発生させる。昇降部材９、１３および支柱８、１２は、レーザ光がターゲット材
６に照射されているとき（つまり成膜処理が行なわれているとき）、ターゲット材６と基
板１０との間の距離を変更する。
【００５０】
　このようにすれば、レーザ光がターゲット材６に照射されることにより、ターゲット材
６から飛散する原子を含むプルーム２０が形成され、当該プルーム２０から基板１０表面
に原子が供給されることで薄膜２４が形成される。そして、薄膜２４形成時に、プルーム
２０の状態（すなわち成膜条件）がほぼ一定になるようにターゲット材６と基板１０との
間の距離を変更できるので、長時間成膜処理を行なう場合でも、均質な薄膜２４を形成す
ることができる。
【００５１】
　上記薄膜製造装置１は、ターゲット材６にレーザ光を照射することにより形成される、
ターゲット材６から放出される原子を含むプルーム２０の発光強度を測定する測定部材１
７を更に供えている。この場合、測定部材１７によって測定されるプルーム２０の発光強
度に応じて、昇降部材９、１３を制御することによりターゲット材６と基板１０との間の
距離を調整できる。この結果、プルーム２０の状態（成膜条件）をほぼ一定に保つことが
できる。このため、長時間に渡って均質な薄膜２４を形成することができる。
【００５２】
　上記薄膜製造装置１は、測定部材１７により測定されたプルーム２０の発光強度のデー
タに基づいて、昇降部材９、１３を制御する制御部１９を更に備えている。この場合、制
御部１９を用いてプルーム２０の発光強度のデータに応じて昇降部材９、１３を制御でき
るので、プルーム２０の状態（成膜条件）の調整を自動的に行なうことができる。
【００５３】
　上記薄膜製造装置１において、昇降部材９、１３は、ターゲット材用架台７の位置を変
更する昇降部材９を含む。この場合、たとえば基板１０の位置を固定する装置構成であっ
ても、ターゲット材６の位置を調整することによりターゲット材６と基板１０との間の距
離を変更できる。たとえば、図６に示すように基板支持部材として帯状の基板１０をター
ゲット材６の表面に対してほぼ平行に走行させるような装置を用いる場合、当該装置全体
を図６の矢印２２に示す方向に移動させることは薄膜製造装置１の構成の複雑化に繋がる
。このような場合には、基板支持部材としての押圧部材３５などをチャンバ２に対して固
定する（たとえばチャンバ２の上壁に直接押圧部材３５を固定する）一方で、ターゲット
材用架台７の位置を昇降部材９によって変更してもよい。このようにしてターゲット材６
と基板１０との間の距離を変更すれば、薄膜製造装置１の構成が過度に複雑化することを
防止できる。
【００５４】
　上記薄膜製造装置１において、昇降部材９、１３は、基板用架台１１の位置を変更する
昇降部材１３を含む。この場合、ターゲット材６の位置を固定する装置構成（たとえばタ
ーゲット材用架台７をチャンバ２の壁面に直接接続する構成）であっても、基板１０の位
置を調整することによりターゲット材６と基板１０との間の距離を変更することができる
。
【００５５】
　上記薄膜製造装置１において、図６に示すように、押圧部材３５を含む搬送機構は、タ
ーゲット材６の表面に沿った方向に基板１０を移動させる搬送部材としての払出リール３
１および巻取リール３２を含んでいてもよい。この場合、基板１０として長尺の帯状部材
を用いることができる。すなわち、搬送部材（払出リール３１、巻取リール３２および押
圧部材３５）により帯状部材である基板１０を、ターゲット材６の表面に沿った方向に移
動させる（走行させる）ことにより、基板１０の延在方向に沿って基板１０全面に薄膜を
形成することができる。そして、本発明による薄膜製造装置１では、長時間に渡って薄膜
の製造条件をほぼ一定に保つことができるため、帯状部材である基板１０の全長に渡って
、均質な薄膜を形成することができる。
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【００５６】
　（実施例）
　本発明の効果を確認するために、本発明に従った方法および比較例の方法を用いて、レ
ーザ蒸着法により帯状の基板の表面に超電導薄膜を形成する実験を行なった。
【００５７】
　　（試料）
　基板：
　表面に超電導薄膜を形成するための基板として、長さが１００ｍ、幅が１０ｍｍ、厚み
が０．１ｍｍであって、材質がニッケル系合金からなり表面に酸化セリウムの中間層を０
．１μｍ形成した帯状の配向基板を２本（実施例の試料および比較例の試料の合計２本）
準備した。
【００５８】
　　（実験内容）
　使用装置：
　図６に示した構成の薄膜製造装置を用いた。
【００５９】
　実施例の成膜条件：
　ターゲット材を構成する材料としてはＨｏＢａ２Ｃｕ３Ｏｙを用いた。また、ターゲッ
ト材に照射するレーザ光の条件については、レーザ光の波長を２４８ｎｍ、出射エネルギ
ーを１０００ｍＪ、繰返し周波数を１５０Ｈｚとした。また、チャンバ中の雰囲気ガスを
酸素ガス、雰囲気圧力を２００ｍＴｏｒｒとした。また、成膜温度（成膜時の基板の加熱
温度）を７５０℃とした。
【００６０】
　また、基板の搬送速度を１０ｍ／ｈとした。このため、基板全長について成膜処理を行
なうために要する時間は１０時間となる。
【００６１】
　また、成膜開始時の基板とターゲット材との間の距離は６５ｍｍとした。さらに、測定
部材として輝度計を用い、プルームの基板近傍領域（基板表面から５ｍｍの位置を中心と
した半径５ｍｍの領域）の輝度を測定した。成膜開始時の当該輝度は４５００ｃｄ／ｍ２

であった。その後、当該輝度の値が４５００ｃｄ／ｍ２の±１０％以内になるように、タ
ーゲット材を基板側に徐々に移動させた。具体的には、１時間毎に０．２ｍｍ、ターゲッ
ト材を基板側に近づけることにより、プルームの輝度が上述した数値範囲内となるように
した。この結果、成膜処理の終了時（成膜開始から１０時間後）にはターゲット材と基板
との間の距離は６３ｍｍとなった。
【００６２】
　比較例の成膜条件：
　基本的に、上述した実施例の成膜条件と同様とした。ただし、ターゲット材と基板との
間の距離は、成膜開始時に６５ｍｍに設定したあと、固定した。この結果、成膜開始時に
おけるプルームの輝度は４５００ｃｄ／ｍ２であったが、成膜処理の終了時には３６００
ｃｄ／ｍ２となった。
【００６３】
　　（測定内容）
　実施例および比較例の試料について、それぞれ成膜開始時に薄膜が形成された領域と、
成膜終了時に薄膜が形成された領域（すなわち帯状の基板の長手方向での両端部）におい
て、試料を切出して超電導薄膜の膜厚および臨界電流値（Ｉｃ）を測定した。なお、切出
した試料の長さは１０ｃｍとした。また、臨界電流値（Ｉｃ）の測定方法としては、四端
子による通電法を用いた。
【００６４】
　　（測定結果）
　実施例：
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　実施例の試料において、成膜開始時に薄膜が形成された領域では超電導薄膜の厚みが０
．２０μｍ、臨界電流値Ｉｃが６０Ａであった。そして、成膜終了時に薄膜が形成された
領域では、超電導薄膜の厚みが０．２０μｍ、臨界電流値Ｉｃが５８Ａであった。
【００６５】
　比較例：
　比較例の試料において、成膜開始時に薄膜が形成された領域では超電導薄膜の厚みが０
．２０μｍ、臨界電流値Ｉｃが６０Ａであった。そして、成膜終了時に薄膜が形成された
領域では、超電導薄膜の厚みが０．１６μｍ、臨界電流値Ｉｃが４５Ａであった。
【００６６】
　上述した結果からもわかるように、本発明の実施例では、成膜処理を行なっている間、
膜厚や膜質が安定した超電導薄膜を継続的に形成できている。
【００６７】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　この発明は、長尺の基板に薄膜を形成する場合や、大面積の基板に長時間をかけて薄膜
を形成する場合などに、特に有利に適用される。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明に従った薄膜の製造方法を説明するためのフローチャートである。
【図２】図１に示した成膜工程の内容を説明するためのフローチャートである。
【図３】図１および図２に示した薄膜の製造方法を実施する薄膜製造装置を説明するため
の模式図である。
【図４】プルームの測定位置を説明するための模式図である。
【図５】原子スペクトル強度を説明するための模式図である。
【図６】図３に示した本発明による薄膜製造装置の変形例を示す模式図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　薄膜製造装置、２　チャンバ、３　窓部材、４　レーザ発振部、５，２１，２２　
矢印、６　ターゲット材、７　ターゲット材用架台、８，１２　支柱、９，１３　昇降部
材、１０　基板、１１　基板用架台、１４，１５　窓用凹部、１６　窓部材、１７　測定
部材、１８　解析部、１９　制御部、２０　プルーム、２３　測定対象領域、２４　薄膜
、３１　払出リール、３２　巻取リール、３５　押圧部材。
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